
※自己負担は1割・2割・3割(介護保険負担割合証に記載されている負担割合)となります。

１）　施設利用料

　以下は1日当たりの自己負担分です。

個室利用料 多床室利用

７８８ 円 ８７１ 円

８６３ 円 ９４７ 円

９２８ 円 １，０１４ 円

９８５ 円 １，０７２ 円

１，０４０ 円 １，１２５ 円

２） 各種加算 Ⅰ-６０ 円

※ Ⅱ-３０ 円 ※ 褥創マネジメント加算Ⅰ(１月につき)

※ リハビリテーション関連加算

Ⅰ-２５８ 円 ※ 排せつ支援加算（１月につき）

Ⅱ-２００ 円

Ⅰ-２４０ 円 ※

Ⅱ-１２０ 円

（３）リハビリテーションマネジメント加算 ３３ 円 ５１８ 円

      計画提出料加(１月につき) ※ ４８０ 円

※ 外泊時費用 ３６２ 円 ※ 夜勤職員配置加算 ２４ 円
外泊時費用(在宅サービスを利用する場合) ８００ 円 ※

※ 入退所時指導等加算 （１）死亡日以前31日以上45日以下 ７２ 円

（１）入所前後訪問指導加算Ⅰ ４５０ 円 （２)死亡日以前4日以上30日以下 １６０ 円

（２）入所前後訪問指導加算Ⅱ ４８０ 円 （３）死亡日以前２日又は３日 ９１０ 円

（３）試行的退所時指導加算 ４００ 円 １，９００ 円

（４）退所時情報提供加算 ５００ 円 ※

（５）入退所前連携加算Ⅰ ６００ 円 ２００ 円

（６）入退所前連携加算Ⅱ ４００ 円 ※ 自立支援推進加算(１月につき) ３００ 円

（７）訪問看護指示加算 ３００ 円 ※

※ 在宅復帰・在宅療養支援加算Ⅱ ５１ 円

※ 栄養管理関連加算 ※ 安全対策体制加算(入所中１回) ２０ 円

（１）療養食加算(1食) ６ 円 ※ サービス提供体制強化加算Ⅰ ２２ 円

（２）再入所時栄養関連加算 ２００ 円 ※ 協力医療機関連携加算（１月につき） １００ 円

　　(１人につき１回限度） ※ 高齢者施設等感染対策向上加算（１月につき）

※ かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅰ １４０ 円

かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅱ ２４０ 円 ※ 介護職員処遇改善加算 １月基本料金×3.1％の

かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅲ １００ 円 １割が加算されます。

① 居住費 個　室 １日 １,６６８ 円 ④ 教養娯楽費 実　費

多床室 １日 ３７７ 円 ⑤ 送迎 600円に２㎞を超える1㎞ごと ２００ 円

② 食　費 １日当たり １，６８０ 円 ⑥ 理美容代

③ 日用品費 １日当たり １４０ 円

ご利用料
※介護保険制度では、要介護認定による要介護等の程度によって利用料が異なります。

施設入所
基本料金(１割負担の場合）

要介護１ 要介護１

要介護２ 要介護２

要介護３ 要介護３

要介護４ 要介護４

要介護５ 要介護５

初期加算(入所後30日に限って)

Ⅰ-３円、Ⅱ-１３円

（１）短期集中リハビリテーション

Ⅰ-１０円、Ⅱ-１５円、Ⅲ-２０円

（２）認知症短期集中リハビリテーション 入所者の病状が重篤になり、応急的な
治療管理が行われた場合

(１月に１回、連続する３日間を限度）

所定疾患施設療養費Ⅱ(1月に1回10日を限度)

ターミナルケアを行った場合、次により加算されます。

（４）死亡日

認知症の症状が悪化し、緊急に入所となった場合

(入所した日から７日を限度）

科学的介護推進体制加算(１月につき)

Ⅰ-４０円、Ⅱ-６０円

Ⅰ-１０円、Ⅱ-５円

その他料金

実費（１,５００～３,０００円）



①　施設利用料 ① 施設利用料

　以下は1日当たりの自己負担分です。 以下は1日当たり自己負担分です。

個室利用料

８１９ 円 要支援１ ６３２ 円

８９３ 円 要支援２ ７７８ 円

９５８ 円

１，０１７ 円 ② 各種加算

１，０７４ 円 ※ 個別リハビリを実施した場合 ２４０ 円

※ 療養食加算(１食) ８ 円

多床室利用 ※ 在宅復帰・在宅療養支援加算Ⅱ ５１ 円

９０２ 円 ※ 緊急時に所定の対応を行った場合 ５１８ 円

９７９ 円 ※

１，０４４ 円

１，１０２ 円 ２７５ 円

１，１６１ 円 ※ 夜勤職員配置加算 ２４ 円

※ 送迎を行った場合 片道　 １８４ 円

② 各種加算 ※ サービス提供体制加算Ⅰ ２２ 円

※ 個別リハビリを実施した場合 ２４０ 円 ※

※ 療養食加算(１食) ８ 円

※ 要介護４又は５の方で、手厚い医療が

必要な状態の場合 １２０ 円

※ 緊急に短期入所利用となった場合

９０ 円

※ 在宅復帰・在宅療養支援加算Ⅱ ５１ 円

※ ５１８ 円

※

２７５ 円

※ 夜勤職員配置加算 ２４ 円

※ サービス提供体制加算Ⅰ ２２ 円

※ 送迎を行った場合 片道 １８４ 円

※

① 滞在費 １日 １,６６８ 円 ③ 日用品費 １４０ 円

１日 ３７７ 円 ④ 教養娯楽費 実　費

② 食　費 朝食 ５００ 円 ⑤ 理美容代

昼食 ６１０ 円

夕食 ５７０ 円

ご利用料
短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護

基本料金(１割負担の場合） 基本料金(１割負担の場合）

個室利用 多床室利用

要介護１ ６７２ 円

要介護２ ８３４ 円

要介護３

要介護４

要介護５

要介護１

要介護２ 治療管理を目的として、診療方針を定め、治療管理
として投薬、検査、注射、処置等を行った場合

要介護３

要介護４ １０日を限度

要介護５

介護職員処遇改善加算 １月基本料金×3.1％の
１割が加算されます。

(７日或いは１４日を限度）

緊急時に所定の対応を行った場合

治療管理を目的として、診療方針を定め、治療管理
として投薬、検査、注射、処置等を行った場合

１０日を限度

介護職員処遇改善加算 １月基本料金×3.1％の
１割が加算されます。

その他料金

個　室 １日当たり

多床室

実費（１,５００～３,０００円）



１）　施設利用料(以下は1日当たり自己負担分です。)
●通常規模型

要介護１ ４８６ 円 ５５３ 円 円 ７１５ 円 ７６２ 円
要介護２ ５６５ 円 ６４２ 円 円 ８５０ 円 ９０３ 円
要介護３ ６４３ 円 ７３０ 円 円 ９８１ 円 １，０４６ 円
要介護４ ７４３ 円 ８４４ 円 円 １，１３７ 円 １，２１５ 円
要介護５ ８４２ 円 ９５７ 円 円 １，２９０ 円 １，３７９ 円

２）　各種加算
① リハビリテーションマネジメント（イ） ⑧　生活行為向上リハビリテーション

⑨　栄養アセスメント　　　　
② リハビリテーションマネジメント（ロ） ⑩　栄養改善サービス　月２回限度

⑪　口腔・栄養スクリーニング　６月に１回を限度

③ リハビリテーションマネジメント（ハ） ⑫　口腔機能向上サービス　月２回限度

⑬  入浴介助（１日につき）
④ 医師が利用者またはその家族に ⑭　要介護４又は５の方で、手厚い医療が必要な場合

説明した場合①～③に 1日につき
⑤ リハビリテーション提供体制加算 ⑮　中重度者ケア体制加算

６時間以上７時間未満　 １日につき　２４円 ⑯　科学的介護推進体制加算
７時間以上　　　　　　　　 １日につき　２８円 ⑰　事業所が送迎を行わなかった場合

⑥ ⑱　退院時共同指導加算
⑦ 認知症短期集中リハビリテーション ⑲　サービス提供体制強化加算Ⅰ

１） 施設利用料
以下は1月当たり自己負担分です。

２，０５３ 円 ２，２６８ 円
３，９９９ 円 ４，２２８ 円

２）各種加算
① 生活行為向上リハビリテーション

② 栄養アセスメント
③ 栄養改善サービス
④ 口腔・栄養スクリーニング　６月に１回限度

スクリーニングⅠ
スクリーニングⅡ

⑤ 口腔機能向上サービス　月２回限度
サービスⅠ
サービスⅡ

① 食　　費 ③　おむつ代
② 日用品費 ④　教養娯楽費７０円 実　費

７２０円 実　費

要支援１　　８８円１月につき　　５０円
要支援２　１７６円

その他共通料金

５円

１５０円
１６０円

１月につき　２００円

２０円

利用を開始した日の属する月から起算して１
２月を超えた期間に利用した場合

⑥　一体的サービス提供加算

⑧　サービス提供体制加算Ⅰ

⑨　介護職員処遇改善加算 １月基本料金×3.8％の
　　 １割が加算されます。

１月につき　４８０円
５６２円 ⑦　科学的介護推進体制加算　 １月につき　４０円

介護予防通所リハビリテーション
基本料金（１割負担の場合）

要支援１
要支援２

開始日から6月以内は、1月に

Ⅰ(１日につき）：２４０円、Ⅱ(１月につき)１，９２０円

１月につき４０円
片道につき－４７円

１日につき２２円
⑳　介護職員処遇改善加算 １月基本料金×3.8％の
　　 １割が加算されます。

１００円

              サービスⅠ：１５０円、Ⅱイ：１５５円、Ⅱロ：１６０円

１日につき２０円

７９３円
４７３円 Ⅰ：４０円、Ⅱ：６０円

２４０円 1月につき５０円
５０円

５９３円

開始日から6月を超えると、1月に

１回につき６００円１１０円

２７３円 スクリーニングⅠ：２０円、Ⅱ：５円

５６０円    開始日から6月以内に、1月につき １，２５０円

６２２
７３８
８５２
９８７

１，１２０

２７０円

ご利用料
通所リハビリテーション

基本料金（１割負担の場合）

３時間以上４時間未満 ４時間以上５時間未満 ５時間以上６時間未満 ６時間以上７時間未満 ７時間以上８時間未満

開始日から6月以内は、1月に

開始日から6月以内は、1月に
開始日から6月を超えると、1月に

開始日から6月以内は、1月に
開始日から6月を超えると、1月に

短期集中個別リハビリテーション


